
１ 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

２ 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

３ 夜間はライトを点灯

４ 飲酒運転は禁止

５ ヘルメットを着用

〇自転車は道路交通法上の軽車両ですから、

車道通行が原則です。車道上では右側通行は

禁止ですので、左側に寄って進行しましょう。

〇例外として歩道を通行できる場合でも、歩

行者が優先です。歩道上の車道寄りを徐行し、

歩行者の通行を妨げる場合は、一時停止しな

ければなりません。

原則

例外 例外

〇信号機のある交差点では、必ず信号機の表示する信号

に従い、青信号で進行するときも交差点内の安全確認を

行って進行しましょう。

〇信号機のない交差点で、一時停止の標識があるときは、

必ず一時停止をし、交差点内の安全確認を行って進行し

ましょう。

〇夜間、自転車を運転するときは、前照灯及び尾灯（又は反射器材）

をつけましょう。

〇自転車利用者は、自らを守るため、ヘルメットを着用しましょう。

〇児童又は幼児を保護する責任のある人は、幼児を幼児用座席に乗

せるときや幼児・児童が自転車を運転するときは、ヘルメットをか

ぶらせましょう。

〇お酒を飲んだときは、自転車に乗ってはいけません。


